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１．事業名及び事業場所 

（１）事 業 名 総合保健福祉センター太陽光設備等導入事業 

（２）事業場所 愛知県津島市上之町１丁目 60番地 総合保健福祉センター 

 

２．事業内容 

（１）調査（設備導入に係る現地調査等） 

（２）改修設計（設備導入に係る建築及び設備設計等） 

（３）工事（設備導入に係る建築工事、電気設備工事及び機械設備工事等） 

（４）施工管理 

（５）各種試験の実施、試験成績書作成及び検査の立会等 

（６）関係機関への許可・届出（工事に必要な許可等含む） 

（７）環境省の「地域レジリエンス・脱炭素化を同時実現する公共施設への自立・分散型エネル

ギー設備等導入推進事業」の公募申請書の作成、実績報告書の作成、導入後の分析及び書類

作成等の補助金執行団体から求められる事項の実施 

（８）導入設備等の引渡し時の取扱い指導及びマニュアル等作成 

（９）導入設備等の賃貸借 

（10）10年間の点検保守 

（11）太陽光パネル及び蓄電池、新設屋根の積載を考慮した建物全体の構造計算 

（12）その他、市から指示のある事項 

 

３．補助金申請について 

   対象施設に設置を予定している下記設備について、提案上限額の範囲内で「地域レジリエン

ス・脱炭素化を同時実現する公共施設への自立・分散型エネルギー設備等導入推進事業」補助

金の採択要件に沿った設備等の提案を行うこと。提案事業者は、当該補助金の共同申請者とし

て、公募申請書の作成、実績報告書の作成及び導入後の分析等の補助金執行団体から求められ

た書類作成等を津島市と協働して行うこととする。なお、上記補助金の要件等については、補

助金執行団体のホームページを参照すること。 

   （参照ＵＲＬ：https://www.eic.or.jp/eic/topics/2022/info/004/） 

（１）調査・改修設計・施工監理 

   提案内容を基本とした設計図書及び工事費内訳明細書等を作成すること。また、工事完了ま

での間の管理を行うこと。 

   なお、設計図書の作成にあたっては、津島市より対象施設の竣工図書及び各種図面類の貸し

出しが可能である。 

（２）対象施設への導入設備工事 

   対象施設へ下記設備の導入を行う。 

  ア 太陽光発電設備及び周辺機器 

    ・設置場所は屋根面へ設置することを標準とする。 

    ・屋根面へ設置する場合は、屋根の改修工事を実施すること。屋根の改修工法はカバー工

https://www.eic.or.jp/eic/topics/2022/info/004/
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法を標準とする。屋根改修とあわせて、北側屋根面の内樋の防水をすべて改修すること。

また、正面玄関吹抜の天窓のガラスシーリングとサッシシーリングを改修すること。 

    ・太陽光発電設備の最大出力は 80ｋＷ以上とする。 

  イ 蓄電池及び周辺機器 

    ・蓄電池の容量は 290ｋＷｈ以上とする。 

    ・設置場所、蓄電池容量、システム構成等は提案による。（災害時に対象設備を適切に制

御すること。） 

  ウ 高効率空調機器 

    ・既設吸収式冷温水発生機（100ＵＳＲＴ ２台）を更新する。（冷却塔、冷却水ポンプ

（冷却塔系統）、冷温水ポンプ（一次側）、冷温水ポンプ（二次側）を含む。） 

    ・更新内容、設置場所は提案による。 

    ・導入する機器は、将来的にインバータ制御に対応できるようにしておくこと。 

  エ 高効率ＬＥＤ照明 

    ・施設内及び敷地内のすべての照明を高効率ＬＥＤ照明に更新する。合わせて照明制御盤

の更新を行う。 

    ・更新内容は提案による。 

  オ エネルギーマネージメントシステム（ＥＭＳ） 

    ・システム構成及び設置位置等は提案による。 

    ・事業報告書の作成に必要な各種データが容易に取り出せること。 

    ・太陽光発電の発電量を表示するモニターを 1階吹抜のロビーに設置すること。 

 

４．工事について 

（１）総合保健福祉センターの運営に支障がないように工事工程を作成すること。 

（２）契約後、速やかに着手届、工程表、現場代理人届、施工体制台帳、施工計画書等を作成し提

出すること。提出書類に関しては津島市と協議をすること。 

（３）仕様書に記載がなくとも、外観上、構造上、また設備上、本事業と関係が認められるものは

監督職員の指示に従い、受注者の負担で施工すること。 

（４）工事の施工に先立ち、周知文や周知看板を作成し、周辺住民及び施設職員、施設利用者への

周知を行うこと。周知文は、工事場所、工事内容、受注者名等を明記し、監督職員の確認を

受けること。 

（５）工事関係車両の出入口における車両の通行は、施設利用者及び周辺交通に危険の及ばぬよう

十分安全に努めること。 

（６）電気、水道は監督職員と協議の上、総合保健福祉センターのものを使用すること。 

（７）工事において設計内容、施工方法、施工手順等の不明瞭な点は必ずあらかじめ監督職員と協

議を行い、確認の上施工すること。 

（８）工事範囲外及び工事範囲内の備品、機器等に塵埃等の害を与えないように十分な養生を行う

こと。 

（９）工事施工中に破損等をしてしまった場合は、敷地内外を問わずすべて受注者の責任において
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現状復旧を行うこと。 

（10）工事範囲内はもとより工事範囲外においても車両出入口・周辺道路などの清掃等を行うこと。 

（11）本事業の工事に関わる諸官庁への届出、申請書等は、工事進行上支障のないように受注者に

て手続きを行うこと。また、届出、申請書等の写しを監督職員へ提出すること。 

（12）工事の施工に入る前に、大気汚染防止法第 18条の 15に基づきアスベストの使用の有無につ

いて事前調査を実施すること。また、調査の結果アスベストが使用されている場合は適切に

処理すること。 

 

５．点検保守について 

（１）リース期間内は下記の設備について法定点検等を実施すること。 

  ア 太陽光発電設備及び周辺機器 

    ・太陽光発電モジュールの点検（年２回） 

    ・接続箱の点検、清掃（年２回） 

    ・絶縁抵抗測定、電圧・電流測定（年２回） 

    ・保安規定（ＪＥＭ規格）に基づく点検（年２回） 

  イ 蓄電池及び周辺機器 

    ・蓄電池システムの点検、清掃（年２回） 

  ウ 高効率空調機器 

    ・吸収式冷温水機器システムの冷暖房切替（年２回） 

    ・冷却塔の目視点検（月１回） 

    ・冷却塔の槽内清掃（年２回） 

    ・ポンプ、モーターの目視点検（年１回） 

    ・ポンプ、モーターの絶縁抵抗測定、電圧・電流測定（年１回） 

  エ 導入設備全般 

    ・停電を伴う電気設備点検時の操作立会及び見届け（年１回） 

    ・点検結果報告書の作成及び点検結果を受けた消耗品の取替や修理の必要性の提案（随

時） 

    ・消耗品取替の見積書作成、修理が必要な場合の修繕見積書の作成（随時） 

  オ ＬＥＤ照明器具 

    ・ＬＥＤ照明器具の点灯ができる状態を保守するものとする。 

    ・消耗品については、適切な時期に交換すること。 

（２）ＥＭＳ管理情報を基にした電力使用実績確認とレポート提出（月報・年報） 

（３）導入した設備に不具合があった場合には該当箇所の修繕の見積書を作成し津島市へ提出する

こと。 

（４）導入した設備の不具合が故意又は過失による損害、暴動による損害、地震等、不可抗力によ

るもの以外の場合は、受注者の責任において、修繕等を行うものとする。詳細については受

注者が加入している新価特約付動産総合保険の適用範囲に基づき、津島市と協議の上対応す

ること。 
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６．打合せ協議 

事業実施に当たっては、津島市担当者と十分に打合せを行うこと。なお、業務を適正かつ円

滑に実施するため、十分な連絡調整を行い、協議・打合せ内容について、受注者が打合せ記録

を作成して提出すること。 

７．提出図書 

本事業における提出図書として、次のものを提出すること。作成した図面のＣＡＤデータを

ＤＷＧ，ＪＷＷ、ＰＤＦの電子データで提出すること。なお、成果品は、津島市に帰属するも

のとし、津島市が管理を行うものする。 

（１）設計図書 

  ア 表紙、図面リスト、工事概要 

  イ 特記仕様書 

  ウ 案内図、配置図 

  エ 各階平面図 

  オ 天井伏図 

  カ 仮設計画図 

  キ 機器表 

  ク 設備図 

  ケ 撤去図 

  コ 設計書 

  サ 見積書及び見積比較表 

  シ 物価資料掲載価格比較表 

  ス 代価表、別紙明細書 

  セ 数量計算表 

  ソ 設備容量、照度分布等各種計算書 

  タ 構造計算書 

   作成したア～ケまでの図面を紙面で提出する際は、Ａ３製本版で３部提出すること。サ～タ

の設計図書を紙面で提出する際は、Ａ４チューブファイルに綴じ提出すること。 

（２）工事図書 

  ア 着手届 

  イ 工程表 

  ウ 現場代理人及び主任技術者届 

  エ 火災保険、その他の損害保険加入届出書 

  オ 建設業退職金共済制度掛金収納書 

  カ 施工体系図、施工体制台帳 

  キ 総合施工計画書 

  ク 各種施工要領書 

  ケ 再生資源利用計画書、再生資源利用促進計画書 
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  コ 再生資源利用実施書、再生資源利用促進実施書 

  サ 使用資材一覧表 

  シ 工事日報 

  ス 月進捗状況報告書 

  セ 安全管理活動報告書 

  ソ 工事打合せ簿 

  タ 工事写真台帳 

  チ 社内検査報告書 

  ツ 監督員検査報告書 

  テ 完了届 

  ト 補助金交付申請支援図書 

ア～トの工事図書を紙面で提出する際は、Ａ４チューブファイルに綴じ提出すること。 

 

８．守秘義務 

   受注者は、津島市が指示又は承諾した場合を除き、業務上知り得た情報を第三者に漏洩、又

は他の目的に使用してはならない。 

 

９．その他 

（１）受注者は、賃貸借契約開始日を待たずに、施工した設備の試運転を認めること。 

（２）工事前に現地調査を十分に行ったうえで施工すること。また、調査等により仕様書等との相

違を発見した場合には、津島市に報告すること。 

（３）導入する設備は、製造上の欠陥があった場合の対応リスクを減らす観点等から、複数の製造

企業の製品を組み合わせることも可能とする。 

（４）本仕様書に定めのない事項については、津島市と受注者が協議した上で決定する。 

（５）プロポーザルの提案の段階で、アスベストの使用の有無について断言のできないものについ

てはみなし含有としてその撤去処分費を提案金額に含めること。 


